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朝霞市ＤＸ推進実施計画【令和８年度】 

 

実施計画一覧 

 

重点取組事項 取組事項 担当 項番 

（ １ ） 行政手続のオンラ イ ン 化 

１  手続のオン ラ イ ン 化の拡

充 

デジタ ル推進課 

各手続所管部署 
１  

２  オン ラ イ ン キャ ッ シ ュ レ

ス決済の手段等の拡充 

デジタ ル推進課 

収納課 

出納室 

２  

（ ２ ） 新し いデジタ ル技術の利

用推進 

１  新し いデジタ ル技術（ 生成

Ａ Ｉ など） の活用によ る業

務改革の推進 

デジタ ル推進課 

全部署 
３  

２  導入済みデジタ ル技術（ Ｒ

Ｐ Ａ 、 Ｇ Ｉ Ｓ など） の拡充 

デジタ ル推進課 

全部署 
４  

（ ３ ） 柔軟で働き やすい職場環

境づく り  

１  テレ ワーク の推進、 定着 
デジタ ル推進課 

職員課 
５  

２  庁内Ｌ Ａ Ｎ 無線化の検討、

実証実験、 導入 

デジタ ル推進課 

財産管理課 
６  

（ ４ ） フ ロ ン ト ヤード 改革の推

進 

１  申請書作成支援シ ス テ ム

の拡充・ バッ ク ヤード 連携

強化 

デジタ ル推進課 

総合窓口課 

支所 

出張所 

各窓口業務所管部署

（ 健康づく り 課ほか）  

７  

２  キャ ッ シ ュ レ ス 決済対応

窓口の拡充 

デジタ ル推進課 

総合窓口課 

支所 

出張所 

８  

（ ５ ） 人材育成 １  デジタ ル人材の育成 デジタ ル推進課 ９  
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（１）行政手続のオンライン化 

 

番号 取組事項 担当 

（ １ ） －１  手続のオンラ イ ン化の拡充 デジタ ル推進課、 各手

続所管部署 

事業概要 年間処理件数の多い手続やオンラ イ ン 化への制約がない手続から 優先し てオ

ンラ イ ン化する。 また、 国が「 特に国民の利便性向上に資する手続」 と し て

いる子育てや介護関係の２ ６ 手続について、 マイ ナポータ ルを 利用し た「 ぴ

っ たり サービス」 の活用を 目指す。  

期待さ れる効果 ・ 時間、 場所を問わず行政手続が行えるこ と による市民の利便性向上 

・ 窓口対応時間の削減による事務の効率化 

年度計画 令和８ 年度 ・ オンラ イ ン化可能な手続精査、 実施 

令和９ 年度 ・ 条例、 規則等の検討 

・ オンラ イ ン化による手数料の検討 

・ オンラ イ ン化可能な手続精査、 実施 

・ オンラ イ ン化実施状況確認 

令和１ ０ 年度 

令和１ １ 年度 

令和１ ２ 年度 ・ 総括評価、 オンラ イ ン化実施状況確認 

数値目標 

 

 

電子申請・ 届出サービ ス、 ぴっ たり サービスを 活用する手続数、 申請数 

令和７ 年度実績（ 見込）  手続数 

申請数 

   ２ ７ ７ 件 

３ ２ ， ０ ９ ９ 件 

令和８ 年度 手続数 

申請数 

２ ９ ０ 件 

３ ３ ， ７ ０ ０ 件 

令和１ ２ 年度 手続数 

申請数 

３ ４ ５ 件 

 ４ ０ ， ０ ０ ０ 件 
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番号 取組事項 担当 

（ １ ） －２  オンラ イ ンキャ ッ シュ レス決済の手段等の拡充 デジタ ル推進課、 収納

課、 出納室 

事業概要 公共施設予約システムにおけるオンラ イ ンキャ ッ シュ レ ス決済手段やｅ Ｌ －

Ｑ Ｒ に対応し た税や公金の種類を拡充すると と も に電子申請・ 届出サービス

に電子収納機能を 導入し 、 手続がオンラ イ ンで完結でき る環境を整備する。  

期待さ れる効果 ・ オンラ イ ンキャ ッ シュ レ ス決済手段の拡充による市民の利便性向上 

・ ｅ Ｌ －Ｑ Ｒ に対応し た税や公金数の拡充によ る市民の利便性向上 

・ 申請から 支払いまで一連の手続を デジタ ルで完結でき るこ と による市民の

利便性向上 

・ 窓口対応時間の削減による事務の効率化 

・ 未納・ 滞納率の改善 

年度計画 令和８ 年度 ・ オンラ イ ン決済手段の拡充 

・ ｅ Ⅼ－Ｑ Ｒ 対応公金数拡充に向けた調査・ 検討 

令和９ 年度 ・ 窓口対応時間削減状況調査・ 集計 

・ 電子収納機能導入可能手続調査 

・ 導入の効果検証 

令和１ ０ 年度 

令和１ １ 年度 

令和１ ２ 年度 ・ 総括評価、 窓口対応時間の削減状況確認 

数値目標 

 

 

・ ｅ Ｌ －Ｑ Ｒ に対応し た税や公金の費目数 

・ オンラ イ ンキャ ッ シュ レ ス決済利用件数 

令和７ 年度実績（ 見込）  ｅ Ｌ －Ｑ Ｒ 対応費目数 

オン ラ イ ン 決済利用件

数 

   ２ 件 

１ １ ８ ， ２ ９ ０ 件 

令和８ 年度 ｅ Ｌ －Ｑ Ｒ 対応費目数 

オン ラ イ ン 決済利用件

数 

４ 件 

１ ３ ７ ， ０ ０ ０ 件 

令和１ ２ 年度 ｅ Ｌ －Ｑ Ｒ 対応費目数 

オン ラ イ ン 決済利用件

数 

８ 件 

 ２ ７ ４ ， ０ ０ ０ 件 

 

  



資料１ ４  

令和８ 年１ 月２ ６ 日政策調整会議 

 

朝霞市ＤＸ推進実施計画【令和８年度】 

- 3 - 

 

（２）新しいデジタル技術の利用推進 

 

番号 取組事項 担当 

（ ２ ） －１  新し いデジタ ル技術（ 生成Ａ Ｉ など） の活用による

業務改革の推進 

デジタ ル推進課、 全部

署 

事業概要 生成Ａ Ｉ やノ ーコ ード ツ ールなど の汎用的なデジタ ル技術の全庁的な活用

と 、 特定の行政課題を 解決する専門的なデジタ ル技術の導入を 両輪で進め、

既存業務の抜本的な見直し と 行政サービスの質の向上を図る。  

期待さ れる効果 ・ 職員の事務時間の短縮 

・ 市民対応の充実（ 業務改革によ り 創出さ れた人的資本の転換）  

・ 企画立案の効率化、 データ 分析の迅速化 

年度計画 令和８ 年度 ・ 全庁試行の実施、 本導入（ 生成Ａ Ｉ ）  

・ 各部署が抱える行政課題の把握 

・ 解決策と なるデジタ ル技術の情報収集 

令和９ 年度 
・ 利用ガイ ド ラ イ ンの改訂（ 生成Ａ Ｉ ）  

・ モデル事業の実証実験、 横展開 
令和１ ０ 年度 

令和１ １ 年度 

令和１ ２ 年度 ・ 次期計画への反映 

数値目標 

 

 

・ 新し いデジタ ル技術活用による 業務削減時間 

令和７ 年度実績（ 見込）  業務削減時間 １ ， １ ７ ２ 時間 

令和８ 年度 業務削減時間 ７ ， ０ ３ ２ 時間 

令和１ ２ 年度 業務削減時間 ８ １ ， ４ ３ ２ 時間 

 

 

 

※障害者活躍推進計画に基づき 職員の障害や多様な特性を尊重し 、 誰も がその能力を 最大

限に発揮でき るデジタ ル環境を 整備し ていき ます。  
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番号 取組事項 担当 

（ ２ ） －２  導入済みデジタ ル技術（ Ｒ Ｐ Ａ 、 Ｇ Ｉ Ｓ など） の拡

充 

デジタ ル推進課、 全部

署 

事業概要 既に導入し ているＲ Ｐ Ａ （ ロボティ ッ ク・ プロセス・ オート メ ーショ ン）、 Ｇ

Ｉ Ｓ （ 地理情報システム） 等のデジタ ル技術について、 利用範囲の拡大を図

る。各部署のニーズを 把握し 、費用対効果の高い業務から 順次適用を進める。 

期待さ れる効果 ・ 定型業務の自動化による年間作業時間の削減 

・ 入力ミ スの削減によ る業務品質の向上 

・ 地図情報の可視化による市民への情報提供強化 

・ 職員の働き 方改革の推進 

年度計画 令和８ 年度 ・ 各部署の業務棚卸し 、 ニーズ調査 

・ Ｒ Ｐ Ａ シナリ オの開発 

・ 各種ツール活用研修の実施 

令和９ 年度 ・ Ｒ Ｐ Ａ シナリ オの高度化 

・ Ｇ Ｉ Ｓ 活用部署・ データ の拡充 

・ 全庁的な利用促進キャ ンペーン 

令和１ ０ 年度 

令和１ １ 年度 

令和１ ２ 年度 ・ 費用対効果の総合評価 

・ 次期計画への反映 

数値目標 

 

 

・ Ｒ Ｐ Ａ 適用業務数 

・ Ｇ Ｉ Ｓ のレ イ ヤー数 

令和７ 年度実績（ 見込）  Ｒ Ｐ Ａ 適用業務数数 

Ｇ Ｉ Ｓ のレイ ヤー数 

７ 業務 

７ ６ ５ レ イ ヤー 

令和８ 年度 Ｒ Ｐ Ａ 適用業務数数 

Ｇ Ｉ Ｓ のレイ ヤー数 

１ ０ 業務 

７ ８ ０ レ イ ヤー 

令和１ ２ 年度 Ｒ Ｐ Ａ 適用業務数数 

Ｇ Ｉ Ｓ のレイ ヤー数 

２ ２ 業務 

８ ４ ０ レ イ ヤー 

 

 

※障害者活躍推進計画に基づき 職員の障害や多様な特性を 尊重し 、 誰も がその能力を最大

限に発揮でき るデジタ ル環境を 整備し ていき ます。  
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（３）柔軟で働きやすい職場環境づくり 

 

番号 取組事項 担当 

（ ３ ） －１  テレ ワーク の推進、 定着 デジタ ル推進課、 職員

課 

事業概要 令和７ 年７ 月に制度化し たテレ ワーク を、 業務設計・ 運用ルール・ 情報セキ

ュ リ ティ ・ 機器整備の面から 一層充実さ せ、 より 多く の部署で効果的に活用

でき る制度を 実現する 。  

期待さ れる効果 ・ 生産性向上（ 通勤負担の軽減や集中業務時間の確保）  

・ 人材確保・ 定着（ 多様な働き 方の実現と 魅力ある 職場の発信による離職防

止）  

・ 業務継続性確保（ 感染症時等の業務継続体制の強化）  

・ ペーパーレ ス・ 業務プロセス標準化の促進 

年度計画 令和８ 年度 ・ 制度周知・ 研修（ 管理職・ 一般職）  

・ 事績分析・ 実施要領改定（ 実施要件の見直し ） 

・ 環境整備と 効率化ツール・ システムの提供 
令和９ 年度 

令和１ ０ 年度 ・ 職員採用におけるテレワーク 制度の周知 

・ 端末・ 回線・ 必要ラ イ センスの最適化 

令和１ １ 年度 ・ Ｂ Ｙ Ｏ Ｄ （ 私物端末の業務利用） の可否検討 

・ 運用標準の明確化（ ログ監視・ 持出し ルール） 

令和１ ２ 年度 ・ Ｂ Ｙ Ｏ Ｄ 方針決定・ 一部試行 

・ 制度総点検と 次期計画の策定 

数値目標 

 

 

・ 実施部署率（ 全４ ９ 部署）  

令和７ 年度実績（ 見込）  実施部署率 ３ ３ ％（ １ ６ 部署）  

令和８ 年度 実施部署率 ４ ０ ％（ ２ ０ 部署）  

令和１ ２ 年度 実施部署率 ８ ０ ％（ ４ ０ 部署）  
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番号 取組事項 担当 

（ ３ ） －２  庁内Ｌ Ａ Ｎ 無線化の検討、 実証実験、 導入 デジタ ル推進課、 財産

管理課 

事業概要 庁舎内の執務空間に、 安全性の高い無線ネッ ト ワーク （ 職員専用の強固な認

証付き Ｗｉ －Ｆ ｉ ） を 整備し 、 職員が持ち運べるノ ート Ｐ Ｃ などの端末で業

務を 遂行でき るネッ ト ワーク 環境へ転換する。  

期待さ れる効果 ・ 配線制約の解消、 席替え・ レイ アウト 変更の迅速化 

・ 会議・ 共同作業の機動性向上、 災害時の柔軟な暫定執務環境構築 

・ 将来のフ リ ーアド レ ス化・ テレ ワーク 運用と の親和性向上 

年度計画 令和８ 年度 （ 庁舎長寿命化工事に合わせて実施予定）  

・ 現状調査・ 要件定義・ 基本設計 

・ 無線Ｌ Ａ Ｎ 監視・ 認証基盤の構築、 運用開始 
令和９ 年度 

令和１ ０ 年度 ・ 全庁最適化（ 電波チュ ーニング、 省エネ運用） 

・ 本庁舎以外の施設への導入検討 令和１ １ 年度 

令和１ ２ 年度 ・ 保守コ スト 最適化 

・ 次期更新計画の策定 

数値目標 

 

 

・ 無線Ｌ Ａ Ｎ 利用端末比率（ 全８ ０ ０ 台）  

令和７ 年度実績（ 見込）  利用端末比率 ５ ％（ ４ ０ 台）  

令和８ 年度 利用端末比率 ５ ０ ％（ ４ ０ ０ 台）  

令和１ ２ 年度 利用端末比率 ８ ０ ％（ ６ ４ ０ 台）  

 

 

※庁内Ｌ Ａ Ｎ 無線化、 フ リ ーアド レ ス化は、 庁舎内のレイ アウト 見直し 等も 必要であるこ

と から 、 今後の庁舎長寿命化工事の計画も 踏まえて検討を 進めます。  
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（４）フロントヤード改革の推進 

 

番号 取組事項 担当 

（ ４ ） －１  申請書作成支援システムの拡充・ バッ ク ヤード 連携

強化 

デジタ ル推進課、 総合

窓口課、 支所、 出張所、

各窓口業 務所管部署

（ 健康づく り 課ほか）  

事業概要 各窓口業務において対面サービスの在り 方を検討し 、 タ ブレ ッ ト 端末等のデ

ジタ ル技術を 活用し て市民が申請書を 手書き せずに手続を行えるよう 整備す

る。 また、 作成さ れた申請データ 等を 関係各課のバッ ク ヤード と 連携さ せる

こ と で、 待たないワンスト ッ プ窓口サービスへと 転換する。  

期待さ れる効果 ・ 市民の申請書手書き 負担を 軽減、 手続の簡素化、 利便性向上 

・ 職員の窓口案内、 窓口対応時間の軽減、 誤字脱字チェ ッ ク 確認等の負担軽

減 

年度計画 令和８ 年度 ・ 実施可能な所管課選定、 実証実施 

・ 対面サービス窓口の現状把握・ 改善案、見直し

部分の検討 

令和９ 年度 
・ 導入可能窓口の拡充、 効果検証 

・ 対応窓口の拡充、 導入効果検証 
令和１ ０ 年度 

令和１ １ 年度 

令和１ ２ 年度 ・ 総括評価、 導入効果確認 

数値目標 

 

 

・ 申請書作成支援システム設置数 

令和７ 年度実績（ 見込）  システム設置数 １ 件 

令和８ 年度 システム設置数 １ 件 

令和１ ２ 年度 システム設置数 ５ 件 
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番号 取組事項 担当 

（ ４ ） －２  キャ ッ シュ レ ス決済対応窓口の拡充 デジタ ル推進課、 総合

窓口課、 支所、 出張所 

事業概要 キャ ッ シュ レ ス決済の利用状況を 踏まえ、 取扱窓口拡大の検討。  

期待さ れる効果 ・ 市民の利便性向上 

・ 現金収受や日計処理の負担軽減 

年度計画 令和８ 年度 

・ 新規取扱い窓口の検討、 導入 
令和９ 年度 

令和１ ０ 年度 

令和１ １ 年度 

令和１ ２ 年度 ・ 総括評価、 導入効果確認 

数値目標 

 

 

・ キャ ッ シュ レス決済対応窓口数 

令和７ 年度実績（ 見込）  対応窓口数 ２ か所 

令和８ 年度 対応窓口数 ３ か所 

令和１ ２ 年度 対応窓口数 ７ か所 

 

 

 

※フ ロ ント ヤード 改革は、 庁舎内のレ イ アウト 見直し 等も 必要な場合も あるこ と から 、 今

後の庁舎長寿命化工事の計画も 踏まえて検討を 進めていき ます。   



資料１ ４  

令和８ 年１ 月２ ６ 日政策調整会議 

 

朝霞市ＤＸ推進実施計画【令和８年度】 
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（５） 人材育成 

 

番号 取組事項 担当 

（ ５ ） －１  デジタ ル人材の育成 デジタ ル推進課 

事業概要 全職員がＤ Ｘ の必要性を 理解し 、 デジタ ル技術を活用でき る組織へと 変革す

るため、 職員の階層・ 役割に応じ た体系的な人材育成を実施する。  

期待さ れる効果 ・ デジタ ルリ テラ シーの向上による業務効率化 

・ 職員のキャ リ ア形成の選択肢拡大、 働き がい向上 

・ 市民ニーズに応じ た柔軟なサービス設計 

・ 組織全体のＤ Ｘ 推進の加速 

年度計画 令和８ 年度 ・ 職員研修、 庁内相談会の実施 

・ 関連資格の取得奨励 令和９ 年度 

令和１ ０ 年度 ・ 職員提案制度・ 資格取得支援制度の導入 

・ デジタ ル庁・ 民間企業等への職員派遣 令和１ １ 年度 

令和１ ２ 年度 ・ デジタ ル人材認定制度の検討・ 実証 

数値目標 

 

 

・ Ｄ Ｘ 推進に係る研修等への参加人数（ 延べ）  

令和７ 年度実績（ 見込）  参加人数（ 延べ）  ８ ０ ０ 人 

令和８ 年度 参加人数（ 延べ）  ９ ０ ０ 人 

令和１ ２ 年度 参加人数（ 延べ）  １ ， ３ ０ ０ 人 

 

 



成熟・ 進化期①展開・ 浸透期 ②自律・ 統合期基盤構築期

フ ェ ーズ１ 2022年度～ フ ェ ーズ２ 2026年度～ フ ェ ーズ３ 2030年度～

基本コンセプト
「ＤＸ成功＝ＤＸが当たり前の行政運営」とし、庁内全体にＤＸ意識とスキルが浸透した状態を目指します。

目標： Ｄ Ｘ 推進部門の確立と 基礎整備

主な取組等

・ デジタ ル推進課設置
・ 朝霞市行政情報デジタ ル化推進方針策定
・ 各部署に「 デジタ ル化推進員」 を配置
・ Ａ Ｉ －Ｏ Ｃ Ｒ 、 Ｒ Ｐ Ａ 導入
・ キャ ッ シュ レス決済導入
・ Ｇ Ｉ Ｓ （ 地理情報システム） 導入
・ 自治体情報システム標準化
・ テレ ワーク 制度化

目標： 現場主導型Ｄ Ｘ への転換

主な取組等

・ デジタ ル推進課は「 支援・ 助言」 の役割に移行
・ 朝霞市Ｄ Ｘ 推進方針策定（ 行政情報デジタ ル化推進方針の後継）
・ 全職員がＤ Ｘ 人材と し て機能開始
・ データ 分析による政策立案（ Ｅ Ｂ Ｐ Ｍ） 実践
・ 生成Ａ Ｉ 活用
・ フ ロント ヤード 、 バッ ク ヤード 改革
・ 手続のオンラ イ ン化
・ 多様な働き 方促進のための環境整備

目標： 全庁自律型Ｄ Ｘ の定着

主な取組等

・ 各部署が独自にＤ Ｘ 施策を企画・ 実行
・ 次期朝霞市Ｄ Ｘ 推進方針策定
・ 全職員がＤ Ｘ 人材と し て完全機能
・ 情報システム部門は技術的サポート
・ 各部署でのＤ Ｘ による継続的な革新
・ 次世代技術の積極的な検証、 活用
・ 広域連携によるシステム共同利用の推進
・ 持続可能なデジタ ル基盤の維持管理体制

基本コ ンセプト 達成のためのポイ ント
１ ． 集中型から 分散型への組織進化 ２ ． 人材育成の継続実施
３ ． 職員が自主的に挑戦でき る風土づく り ４ ． 技術進化や社会情勢に応じ た柔軟な計画見直し

朝霞市ＤＸロードマップ（案）
資料１ ５

令和８ 年１ 月２ ６ 日政策調整会議



令和８年１月２６日 政策調整会議 

福祉相談課 
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第５期 朝霞市地域福祉計画（案）【概要】   
   

【計画期間：令和８年度（2026 年度） ▶ 令和 12 年度（2030 年度）】 
 

 

 
 

１ 計画策定の背景（Ｐ１）                               

少子高齢化の進行や核家族化の進展、生活様式や価値観の多様化に加え、新型コ

ロナウイルス感染症の影響などにより、私たちを取り巻く社会環境は大きく変化し

ています。こうした中で、高齢者世帯の増加をはじめ、生活保護や生活困窮世帯な

ど、日常生活に不安や困難を抱え、支援を必要とする方が増加しています。さらに、

80 代の親が 50代の子の生活を支える「8050 問題」や、育児と介護の時期が重なる

「ダブルケア」、こどもが介護や子育ての役割を日常的に担う「ヤングケアラー」

など、地域住民の抱える課題が複雑化・複合化し、従来の支援体制では対応が難し

いケースが見られるようになりました。 

一方で、地域のつながりの希薄化が進む今日、地域福祉に求められる役割が大き

くなっています。多様化する支援ニーズに対応し、誰もが安心して地域で暮らして

いくためには、行政だけでなく地域住民とも協働し、全市総ぐるみの地域福祉の推

進が特に重要となっています。 

 

２ 計画の位置づけ（Ｐ２）                              

地域福祉計画と地域福祉活動計画の一体的策定 

地域福祉計画：地域福祉を推進するための「理念」と「仕組み」を作る計画（市） 

地域福祉活動計画：地域住民や民間団体が主体となった具体的な活動内容を定める

計画（朝霞市社会福祉協議会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本理念） 
支え合いの心を育み、誰もが地域でつながるまち

資料１6 
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３ 前期計画の振り返り（Ｐ５～Ｐ７）                    

令和２年度（2020 年度）に策定した第４期の地域福祉計画及び地域福祉活動計

画では、基本理念に、「支え合いの心をはぐくみ、誰もが地域でつながるまち」を

掲げ、３つの基本目標に沿って、各施策・事業に取り組みました。 

この間の社会情勢として、新型コロナウイルス感染症の影響などにより地域で人

と関わる機会が減少し、地域活動が停滞を余儀なくされました。孤立や不安が広が

る一方で、地域の中で「支え合う」ことの大切さが改めて実感され、地域共生社会

の必要性が再認識されました。 

誰もが支える側にも、支えられる側にもなる「共生」の視点を踏まえ、つながり

を育む仕組みや、協働しながら支え合える地域づくりを一層推進していくことが求

められています。 

 

基本目標１ 市民の暮らしを支える仕組みづくり 

 

 

 

 

 

基本目標２ 思いやりと支え合いの心づくり 

 

 

 

 

 

基本目標３ 安心で暮らしやすい地域づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域共生社会の実現に向けた仕組みづくり ④権利擁護の推進 

②相談支援体制の充実       ⑤生活困窮者等への支援の充実 

③保健医療・社会福祉サービスの充実     ⑥地域住民の交流の促進 

①地域福祉に関する理解と参加の促進 ④情報共有・発信の充実 

②支え合い・助け合いの気持ちの醸成 ⑤地域福祉を支える団体の活性化・人材 

③地域での見守りの充実化 

①施設等の整備・充実 ④外出・移動の支援 

②防災対策の充実  ⑤住まいの確保等への支援 

③防犯対策の充実  ⑥再犯防止の推進（再犯防止推進計画） 
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４ 課題（Ｐ４７）                            

○支援につながりにくい人への包括的な支援体制の構築 

地域社会のつながりが希薄化し、孤立しやすく、また多様な生きづらさを抱える

人々が顕在化している現代においては、誰もが安心して暮らし続けられる地域づく

りが一層求められています。そのためには、これまで相談や支援につながりにくか

った人々に着目した、プッシュ型・アウトリーチ型の相談体制の構築や、地域での

様々な活動や仕組みを活かした重層的支援体制整備を通じて、包括的・継続的な支

援体制の構築を実現する必要があります。 

 

○地域ぐるみの支え合いと居場所づくりの促進 

日常生活上の支援や孤独・孤立防止、社会参加、生きがいづくりに向けて、地域

ぐるみの取組が求められています。日ごろから隣近所での顔の見える付き合いの広

がりや、多様な交流の機会や場づくり、安心して過ごせる居場所の確保等が重要で

す。あわせて、福祉教育の推進や地域福祉への理解促進などを通じて、誰もが地域

の「支え手」となるための意識醸成も重要です。 

 

○多様なニーズに対応した柔軟で分野横断的な支援 

様々な悩みや不安の解消に向けて、適切な情報提供をはじめ、成年後見制度の利

用促進、住宅確保要配慮者への支援など、個別ニーズに応じた柔軟な支援が求めら

れています。また、再犯防止に向けた取組など、複合的な課題をかかえる人や家庭

への支援においては、分野横断的な連携による支援が不可欠です。支援団体間のネ

ットワーク強化や、地域の多様な主体による、継続的な支援が求められます。 

 

○市民活動・ボランティアなど、社会参加の促進 

市民の地域活動参加を促すためには、気軽に参加できるボランティアや地域活動

などのきっかけづくり、多様な情報ツールによる発信や地域活動・地域団体の活動

の活性化に向けた支援が重要です。また、誰もが気軽に外出し、様々な活動に参加

できるよう、道路・施設のバリアフリー化や、公共交通の維持・充実も求められて

います。 

 

○防災・防犯の地域づくりの強化 

近年の災害の激甚化や防犯上の不安の高まりを受け、地域住民が主体的に関わる

防災・防犯の取組の重要性が増しています。実践的な防災訓練の実施や顔の見える

関係づくりを通じて、平時からの備えと連携体制づくりが重要です。また、支援を

要する人への情報共有や、多様な主体との協働を推進するとともに、地域全体で支

え合う仕組みづくりが求められています。 
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５ 計画の構成・概要（施策体系）                      

 

第１章 計画の策定にあたって 

第２章 地域福祉を取り巻く現状 

第３章 計画の基本的な考え方 

第４章 施策の展開 

第５章 計画の推進体制 

第６章 重層的支援体制整備事業実施計画 

第７章 成年後見制度利用促進基本計画 

第８章 再犯防止推進計画 

資料編 関係条例、策定体制、用語説明等 
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６ 重層的支援体制整備事業実施計画（Ｐ９８～Ｐ１０２）                       

「社会福祉法」第１０６条の５第 1項の規定に基づき、重層的支援体制整備事業

を適切かつ効果的に実施するために定める計画です。高齢者、介護、障害者、こど

も・子育て、生活困窮といった各分野の相談支援体制を基本としながら、分野横断

的な連携・協働を図り、地域共生社会の構築に向けて、包括的な相談支援と地域づ

くりを一体的に進める体制を整備します。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 成年後見制度利用促進基本計画（Ｐ１０３～Ｐ１０８）                       

「成年後見制度利用促進法」第１４条第 1項の規定に基づき、成年後見制度の利

用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために定める計画です。 

認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分となっても、住み慣

れた地域で尊厳を持って生活できるよう、成年後見制度の更なる利用促進に向けた

取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）重層的支援体制整備事業の構築 

（２）包括的相談支援事業 

（３）参加支援事業 

（４）地域づくり支援事業 

 

 

 

（５）アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

 

 

具体的な

取組 

（１）成年後見制度の普及・啓発 

（２）中核機関の設置 

具体的な

取組 
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８ 再犯防止推進計画（Ｐ１０９～Ｐ１１０）                       

「再犯防止推進法」第８条第 1 項の規定に基づき、再犯防止に関する施策の総合

的かつ計画的な推進を図るために定める計画です。犯罪をした人が孤立することな

く必要な支援を受けながら地域の中で生活を再構築できるよう、関係機関と連携し

た相談支援や生活基盤の確保に取り組みます。再犯の防止と社会復帰支援の両立を

図り、安全で安心して暮らせる地域社会の形成を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 推進体制・計画の進行管理                           

朝霞市地域福祉計画推進委員会及び朝霞市地域福祉活動計画推進委員会におい

て、計画の進捗状況の把握及び評価を行います。 

また、社会環境の大きな変化や制度の変更などがあった場合には、必要に応じて、

本計画に記載した内容を修正し、必要な施策や事業の実施等に努めます。 

（１）相談支援の充実 

（２）地域での安定した生活基盤の確保 

（３）更生保護活動への支援 

（４）各啓発活動への支援 

 

 

具体的な

取組 



 

音声コード音声コード

 

 

 

 

 

第５期 

朝霞市地域福祉計画 

朝霞市地域福祉活動計画 

令和８（2026）年度～令和 12（2030）年度 

（案） 

 

 

～支え合いの心を育み、 

　　　誰もが地域でつながるまち～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８（２０２６）年３月 

朝霞市 

社会福祉法人　朝霞市社会福祉協議会  

令和８年１月26日政策調整会議 福祉相談課 

資料17




































































































